
【ご注意を!】「申請したけどなかなか登録されない」「何の返事も来ない」という場合には、お問い合わせの前に、
申請に使用したメールアドレス宛に連絡メールが届いていないか、今一度、迷惑メールフォルダ等をご確認ください。

建設キャリアアップシステムに関するお問い合わせは
ＨＰのお問い合わせフォームをご利用願います。

建設キャリアアップシステム通信（第35号:2022年5月）

高卒新規求人においてＣＣＵＳの登録状況が確認されます

CCUS教育用動画（研修用動画）
元請事業者や下請事業者、現場監督、技能者それぞれの立場で必要なポイントを解説し
ています。https://www.ccus.jp/attachments/show/62034d99-2148-41f4-a737-262d6fabc59e

 令和3年度より、ハローワークにおける求人・求職について、ＣＣＵＳの周知、
登録事業者への応募勧奨、ＣＣＵＳ登録の求人票への記載の助言が、国
土交通省と厚生労働省の協力のもと推進されています。

 令和4年の高校新規学卒求人において、これまでの工業高校や建設業へ
の入職者がいた進路多様校へのＣＣＵＳの周知の促進を踏まえ、一般求人
同様に求人票の特記事項欄にＣＣＵＳの登録状況等を記載を推奨する旨
の厚生労働省の通知が発出されました。

 これを受けて、ＣＣＵＳに登録している事業者が高卒新規学卒求人を行う
際には、必ずＣＣＵＳの登録状況やＣＣＵＳＵを活用した担い手確保の取組
について以下記載例を参考にされ記載をお願いします。また、求人企業向
けの周知チラシを添付しますので、団体内で共有をお願いいたします。

【記載例】
・建設キャリアアップシステム登録事業者です。
・CCUSに登録し、技能者の処遇改善に努めています。
・CCUS能力評価レベルに応じ、技能者を適正に評価し処遇改善を図って
います。

・施工能力等の見える化評価で「★４つ」取得しています。

ＣＣＵＳ申請サポート、ユーザーサポートの拡充について

 ＣＣＵＳについての相談ができるアドバイザーが増えています
ＣＣＵＳに関する一般ユーザーからの相談に対応しているＣＣＵＳ認定アドバイザー
が５月で269名になりました。登録や運用でお困りのことがございましたらＣＣＵＳホー
ムページの、「説明会・サポート」からＣＣＵＳ認定アドバイザー名簿に登載されている
アドバイザーをご活用ください。（相談は無料で行えます。）

 行政書士による代行申請が始まりました
「ＣＣＵＳ登録行政書士」による代行申請が始まっています。ホームページの「説明
会・サポート」から入って頂き、ＣＣＵＳ登録行政書名簿をご活用ください。地方部で
は数が限られることから、行政書士会連合会と連携し登録者の確保に努めて参りま
す。



CCUS

高校新規学卒者を採用したい建設事業者の皆さん

の登録はお済みですか?

建設キャリアアップシステム

厚生労働省「Ｒ２建設業における雇用管理状況把握実態調査」より作成

建設現場で働く若手が求めることトップ３

Construction Career Up System

第１位 週休２日制の推進

第２位 仕事が年間を通じてあること
第３位 能力や資格を反映した賃金

建設キャリアアップシステム（CCUS）は、
 職人の適正な評価と給与の引上げ
 職人を育てる企業が評価され、受注

機会が確保される環境整備

詳しくは裏面へ☞

を目的に、国・業界が一体となって推進しているシ
ステムです。2023年度から「あらゆる工事で
CCUSを完全実施」を目指しています。

高卒新規求人企業向け

令和４年度より、高校新規学卒求人の求人票の特記事項欄にＣ
ＣＵＳ登録事業者はその旨記載が推奨されています。



建設キャリアアップシステム(CCUS)とは

CCUSに登録して、現場に設置されたカードリーダー
などにタッチや顔認証するだけ‼

レベル２

レベル３

レベル４

初級技能者
（見習い）

中堅技能者
（一人前）

職⾧として現場に
従事できる者

高度なマネジメント
能力を有する者

（登録基幹技能者等）

経験年数 ○年 経験年数 □年 経験年数 ★年

レベル１

・技能と経験により
カードの種類がス
テッアップ
・カードの種類に応
じた賃金の支払に
向けた取組が進め
られています。登録基幹技能者

職⾧経験 ★年

１級□□技能士

班⾧経験 □年

○○技能講習

登録すると、CCUSカード
が交付されます。

システムへの登録

現場に設置されたｶｰﾄﾞﾘｰ
ﾀﾞｰなどでCCUSｶｰﾄﾞを読
み取ります。

現場での読み取り

CCUSに就業履歴が登録
されます。

就業履歴の登録

CCUSに登録された情報をもとにレベルを評価

CCUSに登録された就業履歴と資格によりカードの色がレベルがアップします。

【建記載例】
・建設キャリアアップシステム登録事業者です。
・CCUSに登録し、技能者の処遇改善に努めています。
・CCUS能力評価レベルに応じ、技能者を適正に評価し処遇改善を
図っています。
・施工能力等の見える化評価で「★４つ」取得しています。

重要！
求人票の特記
事項欄には、
ＣＣＵＳ等の登
録や取組み状
況を記載願い
ます

point


